
都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の制限 

 
都市計画として計画決定された都市施設には、道路・公園・緑地等があります。その計画区域

内では、事業認可されるまでの間についても、事業の施行に大きな支障をおよぼさないように建

築行為の制限をしています。建築物を建築する場合は、都市計画法第５３条の許可が必要です。

許可基準は概ね次のとおりです。 

許可の基準（１） 

（都市計画法第５４

条第３号による許可

基準） 

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却するこ

とができるものであると認められること。 

イ．階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。 

ロ．主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類す

る構造であること。 

許可の基準（２） 

（都市計画道路内の

世田谷区許可基準 ） 

都市計画道路内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転

し、又は除却することができるものであること。 

１．市街地開発事業（区画整理・再開発など）等の支障にならないこと。 

２．階数が３、高さ１０ｍ以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

３．主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類

する構造であること。 

４．建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画

道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること。 

５．本基準は平成２８年４月１日から適用する。 

許可の基準（３） 

（都市計画公園及び

緑地内の世田谷区許

可基準） 

都市計画公園・緑地内で、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易

に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。 

１．階数が３以下で、かつ、地階を有しないこと。 

２．主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類す

る構造であること。 

３．本基準は令和２年１０月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

R5.2 版 

● お問い合わせ   世田谷総合支所街づくり課 ５４３２－２８７０ 

北 沢総合支所街づくり課 ５４７８－８０３１ 

玉 川総合支所街づくり課 ３７０２－４５３９ 

砧 総合支所街づくり課 ３４８２－１３９８ 

烏 山総合支所街づくり課 ３３２６－９６１８ 

建築審査課 建築審査   ６４３２－７１６６ 



 

都市計画法第５３条許可について（単独申請の場合） 

 

 

１ 許可手続きの流れ 

 

             受付（手数料なし） 

                     受付票発行  

 

      

許可書発行、代理者あて電話連絡 

※ 受領書に受領印を押してお持ちください。 

 

 

２ 提出書類（許可申請書 1 部、添付図書等 2 部） 

Ａ．許可申請書（別記様式第十）（代理人の場合は委任状） 

Ｂ．案内図（計画敷地の分かるもの） 

Ｃ．配置図（縮尺 1/100 程度のもの） 

Ｄ．求積表（敷地、各階） 

Ｅ．平面図（縮尺 1/100 程度のもの） 

Ｆ．立面図（縮尺 1/100 程度のもの 2 面以上） 

Ｇ．断面図（縮尺 1/100 程度のもの 2 面以上） 

※注意：図面はすべて縮尺があっているものを提出してください。 

 

３ 提出先 管轄の総合支所街づくり課（表面参照） 

※世田谷区に建築確認申請と同時に許可申請を行う場合は、建築審査課になります。 

 

４ その他 長期優良住宅の認定を申請する場合は、都市計画法第 53 条許可と基準が異なり

ます。別途ご確認ください。 

 

 

許可申請書提出 

東京都等 

計画道路線引き 

都市計画道路等位置照会 

許可書受取 

内容審査 


